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田辺市農業委員会議事録 

令和６年２月９日（金）午後２時 田辺市役所第２別館 ３階 大会議室 

農業委員数１９名 

出席者１９名 

１番 山崎 清弘 ２番 田中 輝勇 ３番 鈴木 一弘 ４番 中嶋 正行  

５番 福嶋 隆  ６番 更井 寛司 ７番 谷本 喜久 ８番 谷口 浩司 

９番 坂本 隆英 １０番 瀧川 裕司 １１番 岡 潔 １２番 玉置 伸 

１３番 上森 力 １４番 山本 敏夫 １５番 高田 幸安 １６番 川井 洋之 

１７番 長嶝 博司 １８番 松本 平男 １９番 峯園 五郎 

欠席者                    

事務局 局長 岡内伸午 農地係長 松平忠敏 事務員 近藤祐斗 

会議録署名委員 １４番 山本 敏夫 １７番 長嶝 博司 

    

議    長   皆さんこんにちは、少し時間は早いんですけど、全員お集まりですので、

お忙しい時期でもあると思いますので、始めたいと思います。ついこの間

正月が来たなと思ったら、２月も半ばになって、今年は暖冬になっている

かどうかは分からないんですが、梅の花も２週間から２０日くらい早く咲

いて、この状態で行くと、２月の末前後に１回目の梅の消毒をせねばなと、

そういうことを考えております。ところで、紀伊民報にも記事が載ってい

たので皆様方もご承知だと思うんですけど、食品衛生法が改正されまして、

漬物の製造が届出制から許可制に変わるということで、今年の６月の１日

から、適用されるということになっております。記事でも、梅干し作りを

やめようと決めた人や、どうしようか悩んでおるという人もあると書いて

おりました。このことを最初に見て、私も梅を作っておるんですけど、ほ

とんど梅干しの製造なんですけど、これは大変なことやなと思って、保健

所へ確認したら、梅干しを自宅で作って、塩漬けして、一時加工して、樽

で製造業者に売ると、こういう状態の農家については、現状通りで許可ま

で取らなくていいということを聞いて、ちょっとほっとした状態なんです

けども、ただ、白干梅を使って、家で味付け、はちみつ漬けにしたり、そ

ういう風にして、よってってとか、そういうところの消費者に売る、そう

いう風な場合とか、大根を家で作って、味をつけて売るとか、そういうこ

とについては、今までは、届出でよかったんですけども、許可が必要にな

る。そういうことらしいです。スマホで食品衛生法の関係を見てみたら、

何項目か、こうせんとあかんといういろいろ制限があるようです。保健所

へそれを許可申請をして、保健所が確認に来て許可する。そういうことに

なるようです。新聞には、ある農家は３００万くらいの資本投資をして、

許可を取ったと、そういうことも書いておりました。大変な世の中になっ

たなあと考えております。それでは最初に、農業振興課から連絡事項があ

りますので、説明をお願いします。 

農振課 小倉   令和５年度農地保全対策事業の対象農地の確認について説明 

議    長   はい、小倉君ありがとうございました。続きまして、田辺市農業振興地域

整備促進協議会を開催いたします。田辺農業振興地域整備計画変更申請に 
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ついて事務局の説明をお願いします。 

農振課 南山   田辺農業振興地域整備計画変更申請について説明いたします。１番、○○

○、○○○○、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積

は８７３㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由は分譲住宅です。２

番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３７５㎡、

地目は登記簿、現況共に田、申請の理由は資材置場です。３番、○○○、

○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９４３㎡、地目は登記

簿、現況共に田、申請の理由は駐車場用地です。４番、○○○、○○○○、

土地の所在は○○○字○○○○、面積は４９５㎡、地目は登記簿が畑、現

況が樹園地、申請の理由は擁壁設置です。５番、○○○、○○○○、土地

の所在は○○○字○○○○、面積は４００㎡、地目は登記簿が畑、現況が

樹園地、申請の理由は駐車場用地及び荷受場です。６番、○○○、○○○

○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は９２㎡、地目は登記簿、現況

共に畑、申請の理由は駐車場用地です。７番、○○○、○○○○、土地の

所在は○○○字○○○○、面積は１６３㎡、地目は登記簿が山林、現況が

樹園地、申請の理由は一般住宅です。８番、○○○、○○○○、土地の所

在は○○○字○○○○、面積は６１８㎡、地目は登記簿が田、現況が畑、

申請の理由は農業用倉庫です。９番、○○○、○○○○、土地の所在は○

○○字○○○○、面積は３０８㎡、地目は登記簿が畑、現況が樹園地、申

請の理由は分譲住宅です。１０番、○○○、○○○○、土地の所在は○○

○字○○○○、面積は１，０１２㎡、地目は登記簿が田、現況が樹園地、

申請の理由は分譲住宅です。田辺農業振興地域整備計画変更申請、除外１

０件、除外合計は５，２７９㎡、総計は５，２７９㎡です。 

続きまして、龍神農業振興地域整備計画変更申請です。 

１番、○○○、○○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は３１０

㎡、他４筆、合計１，１１８㎡、地目は登記簿、現況共に畑、申請の理由

は農地です。龍神農業振興地域整備計画変更申請、編入１件、編入合計は

１，１１８㎡、総計は１，１１８㎡です。 

続きまして、大塔農業振興地域整備計画変更申請です。１番、○○○、○

○○○、土地の所在は○○○字○○○○、面積は１，１５０㎡、地目は登

記簿、現況共に畑、申請の理由は一般住宅です。 

大塔農業振興地域整備計画変更申請、除外１件、除外合計は１，１５０㎡、

総計は１，１５０㎡です。以上１２件ご審議の程、よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、田辺農業振興地域整備計画変更

申請から、逐条審議をお願いします。１番 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番共に異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。周辺農地へ与える影響はほぼないと思われます。異議ご
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ざいません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番とも異議ございません。 

議    長   はい、田辺農業振興地域整備計画変更申請、１０件について異議なしとの

ことでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、龍神農業振

興地域整備計画変更申請について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、龍神農業振興地域整備計画変更申請、１件について異議なしとのこ

とでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、大塔農業振

興地域整備計画変更申請について、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、大塔農業振興地域整備計画変更申請、１件について異議なしとのこ

とでございます。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい。それではそのようにさせていただきます。続きまして、農用地利用

集積計画の合意解約の報告と、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基

本的な構想による利用権の設定について、並びに所有権移転についての申

し出がありますので、併せて事務局から説明をお願いします。 

農振課 山﨑   それでは、農用地利用集積計画の合意解約について報告させていただきま

す。１番、○○○字○○○○、畑、１，１４７㎡、他１筆、合計７，４９

８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合

意解約をした日は令和６年１月１８日です。２番、○○○字○○○○、畑、

４，７４２の内１，６８１．６３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○

○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は令和６年１月１１日です。

続きまして、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による

利用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、

田、７７０㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

賃貸借の水稲、年間米３０㎏、持参払い、期間は令和６年３月１日から令

和１６年２月２８日の新規です。２番、○○○字○○○○、田、６７７㎡、

他１筆、合計１，８１４㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、

○○○○、賃貸借の水稲、全体で年間米１０㎏、持参払い、期間は令和６

年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。３番、○○○字○○○
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○、田、５７８㎡、他２筆、合計１，２０２㎡、貸し手は○○○、○○○

○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は令和６年３月１

日から令和１６年２月２８日の新規です。４番、○○○字○○○○、田、

３２３㎡、他３筆、合計３，０５５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、全体で年間１０，０００円、持参

払い、期間は令和６年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。５

番、○○○字○○○○、田、５３５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米５㎏、持参払い、期間は令

和６年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。６番、○○○字○

○○○、田、５３１㎡、他１筆、合計１，９０６㎡、貸し手は○○○、○

○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、全体で年間米１斗、

持参払い、期間は令和６年３月１日から令和１１年２月２８日の更新です。

７番、○○○字○○○○、畑、４３５㎡、貸し手は○○○、○○○○、借

り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間５，０００円、持参払い、期

間は令和６年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。８番、○○

○字○○○○、畑、６１８㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○

○、○○○○、賃貸借の梅、年間５０００円、口座払い、期間は令和６年

３月１日から令和２１年２月２８日の更新です。９番、○○○字○○○○、

畑、４，７４２の内１６８１．６３㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り

手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年３月１日から令和

２１年２月２８日の新規です。１０番、○○○字○○○○、畑、２，３８

７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の

梅、年間１０，０００円、口座払い、期間は令和６年３月１日から令和２

１年２月２８日の新規です。１１番、○○○字○○○○、畑、６４０㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は令和６年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。１２番、

○○○字○○○○、畑、４６４㎡、他２筆、合計１，６３２㎡、貸し手は

○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令

和６年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。１３番、○○○字

○○○○、畑、４，３６６㎡、他２筆、合計４，９１６㎡、貸し手は○○

○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６

年３月１日から令和１６年２月２８日の新規です。１４番、○○○字○○

○○、畑、５３４㎡、他１筆、合計１，０２９㎡、貸し手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年３月１

日から令和１６年２月２８日の新規です。１５番、○○○字○○○○、畑、

１，７３７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

賃貸借の梅、年間３，０００円、口座払い、期間は令和６年３月１日から

令和８年９月３０日の新規です。１６番、○○○字○○○○、畑、６６３

㎡、他１筆、合計１，３３７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、賃貸借の梅、年間４０，０００円、口座払い、期間は令

和６年３月１日から令和８年８月３１日の新規です。１７番、○○○字○

○○○、畑、１，４１７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、
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○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年３月１日から令和１１年２月２

８日の新規です。１８番、○○○字○○○○、畑、１，３８２㎡、貸し手

は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は

令和６年３月１日から令和１１年２月２８日の新規です。１９番、○○○

字○○○○、畑、１，４７７㎡、貸し手は○○○、○○○○、借り手は○

○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は令和６年３月１日から令和１１年

２月２８日の新規です。２０番、○○○字○○○○、畑、１，３１１㎡、

貸し手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年

間１０，０００円、口座払い、期間は令和６年３月１日から令和１６年８

月３１日の新規です。合計２０件、２２筆、３１，２８１．６３㎡、貸し

手１９名、借り手５名です。ご審議をよろしくお願いいたします。続きま

して、農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転について説明させてい

ただきます。１番、○○○字○○○○、畑、４３４㎡、他１筆、合計９１

３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、利用目的

は梅、対価は２５０万円、支払方法、支払期限は口座払い、令和６年２月

２６日、所有権移転の時期は令和６年２月２６日です。２番、○○○字○

○○○、畑、５６８㎡、他１筆、合計１，１４４㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、利用目的はみかん、対価は１１４万

４，０００円、支払方法、支払期限は口座払い、令和６年２月２６日、所

有権移転の時期は令和６年２月２６日です。合計２件、４筆、２，０５７

㎡、売り手２名、買い手２名です。以上、ご審議よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、合意解約についてご意見ご質問

ございませんか。 

         （なしの声） 

議    長   はい、それでは報告とさせていただきます。続きまして、利用権の設定に

ついて逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から５番について、○○さんはまじめな方なので問

題ないと思います。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。借り手の○○君は全く農業をしていなくて、この３月か

ら新規就農者として農業を始める方です。これから頑張ってくれると思い

ます。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番異議ございません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番から１４番について、異議ございません。 
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議    長   はい、１５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１５番、１６番異議ございません。 

議    長   はい、１７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○さんは地域の中核になる方です。異議ございません。 

議    長   はい、以上２０件、異議なしとのことでございます。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、所有権移転

の申し出について逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。あっせんしていただいた案件でございます。異議ござい

ません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、以上２件、異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、基盤法等に係る

議案は終了いたしました。南山君、山﨑君、ありがとうございました。 

         （農振課 南山 山﨑退席） 

議    長   はい、それでは定例委員会に移りたいと思います。本日、委員さんは全員

出席でございます。本日の会議録署名委員に、１４番山本敏夫委員さん、

１７番長嶝博司委員さんよろしくお願いいたします。本日の議案は、議案

第１号農地法第３条申請について、議案第２号農地法第５条申請について、

議案第３号農地の形状変更願について、議案第４号農地等売渡あっせん申

出について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農

地法第１８条第６項の規定による通知について、を上程させていただきま

す。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお願

いします。 

近藤 事務員   議案の説明に入る前に、１件報告と修正をお願いしたい箇所がございます。

議案書の３ページ９番の案件についてです。９番の案件は、譲渡人が亡く

なったため、取下げとなっております。修正のほうよろしくお願いいたし

ます。それでは、１ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請

を説明させていただきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に田、面積は１，１８７㎡、他１０筆、合計１２，８２

３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。

２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面
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積は４８６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に田、面積は７７０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、売買です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は２７０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は５６１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は５３４㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買で

す。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１，５２４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、売買です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は２９２㎡、他１筆、合計６３９㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。１０番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が休耕畑、面積は３２０㎡、

他２筆、合計１，０３５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、売買です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登

記簿が畑、現況が休耕畑、面積は７０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、贈与です。以上１０件ついて書類を審査したと

ころ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の

許可できない要件には該当していませんので、許可の要件を充たしている

と判断いたします。ご審議の程よろしくお願い申しあげます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、９番を除いて逐条審議をお願い

します。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番から３番について、異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番の○○君、７番の○○君、共に頑張ってくれている

ので異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番、１１番異議ございません。 

議    長   はい、議案第１号農地法第３条申請１０件、異議なしとのことでございま

す。そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第２号

農地法第５条申請について事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ５ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕田、面積は１，
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９９８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は分譲住宅９棟、５１４．１７㎡、駐車場等１，４８３．８

３㎡、合計１，９９８㎡、着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、

農用地の内外は令和５年１０月２０日抜きとなっています。隣接同意、水

利同意はございます。この土地は周辺に住宅が連たんしている区域に近接

しているため、第２種農地です。以上１件につきまして、申請書、添付書

類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当

しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。２月７日に○○委員、事務局とともに現地調査を行いま

した。今回は件数も少なかったため、早く終わりました。それでは、５条

申請について説明します。申請場所は○○○○より西へ約３００ｍの位置

で、現況は休耕田です。転用内容は、分譲住宅９棟で、盛土が７７ｃｍか

ら１１０ｃｍ。隣接状況及び周囲への影響については、東側が畑、宅地、

公衆用道路、西側が田、畑、水路、河川敷、用悪水路、南側が市道、北側

が用悪水路となっています。隣接農地の同意は全てもらっており、○○○

○水利組合及び○○○○水利組合の同意ももらっております。転用理由、

選定理由は、譲渡人は農地の規模縮小を考えていたところ、この度、不動

産業を営む譲受人との話がまとまり、分譲住宅用地に転用するものです。

排水等については、合併処理後、雨水とともに新設道路側溝を経由し、北

側用悪水路及び東側道路側溝へ放流するということで、周辺農地には影響

ないと思われます。これについては、何ら問題ないと思われます。以上で

す。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。水利組合の末端の土地で、排水等も問題ないということ

で、異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請１件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地の形状変更願について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は５７６

㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は切土して野菜畑に変更したい。

着工日、工事期間は許可日より１２ヶ月以内、隣接同意はございます、水

利同意不要です。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。形状変更について説明をさせていただきます。この現地

調査資料にもあるとおりなんですけども、８０ｃｍの切土をして、野菜畑

に変更するということです。場所は地図のとおり、○○○○を右下に見て、
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少し○○○○から逸れていったところにあり、周囲を雑木林に囲まれた小

規模な農地の集まったところです。排水については、雨水は自然浸透とす

るとのことで、周辺の同意ももらっておりますし、問題ないかと思います。

以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員の説明のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地の形状変更願１件、異議なしとのことでございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第４号農地

等売渡あっせん申出について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ７ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は１，１４７㎡、他１筆、合計７，４９８㎡、

作物は梅、１０アール当たりの収穫量は１，３００ｋｇ、希望価格は○○

○○が１５０万円、○○○○が３５０万円、所有者は○○○、○○○○で

す。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、地元委員さんの状況説明をお願

いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。この場所は、○○○○より道のり約６ｋｍ程度で、○○

○○の北側でも、○○○○との境界に近いところでございます。向きは東

向きであります。○○○○の畑の６０％ぐらいから、やや東向いてますが、

カギになっていて、南と北になっております。状況は、スプリンクラー有

り、モノラック有りでございます。６５％から７０％がほぼ成木で、後の

残りが、植えてから２、３年くらいの若い木でございます。この方は、子

供さんもおられないし、畑を後継してくれる方がいないので、売りたいと

いうことで、今回申し出がありました。先ほどの説明にあった通り、金額

は２筆合わせて５００万円です。よろしくお願いします。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは議案第４号農地等売渡あっせん申

出１件につきまして、あっせんすることにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   ないようですのであっせんすることに致します。それではあっせん委員さ

んを私の方から指名させてもらってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは１番は○○○○の案件ですので、地元の○○委員さん、○○委員

さん、○○委員さんの３名にお願いします。以上、あっせんについて、委

員さん方大変ご苦労ですが、よろしくお願いします。続きまして、報告第

１号農地等売渡あっせん成立について、事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ８ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は６，０２８㎡、売渡人は○○○、○○○○、

買受人は○○○、○○○○、成立日は令和６年１月１４日、価格は９００

万円です。あっせん委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員で

す。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、
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面積は１，０３２㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○

○○、成立日は令和６年１月１６日、価格は１００万円です。あっせん委

員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員です。以上２件、ご報告

申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それではあっせんの顛末について報告をお

願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これにつきましては、先月にあっせん申出があった件で

す。１月１４日に○○○○であっせんを行いました。○○さんの方も、息

子さん二人おられるんですけど、現状、サラリーマンをされていますが、

梅取りや消毒の際は手伝いに来ている状態で、農業をされています。希望

価格のとおりあっせん成立しました。以上です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。これも先月にあっせんの申出があった件で、１月１６日

に、当該地の周辺を耕作している○○君のところへみんな集まって、あっ

せんを行いました。希望価格のとおり成立しました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。委員さんご苦労様でした。只今の報告につ

いて、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので農地等売渡あっせん成立の報告とさせていただきます。  

続きまして、報告第２号農地法第１８条第６項の規定による通知について、

事務局の説明をお願いします。 

松平  係長   ９ページをお願いします。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿が畑、現況が休耕畑、５３４㎡、賃貸人は○○○、○○○○、相続

人代表、○○○○、賃借人は○○○、（亡）○○○○、相続人、○○○○、

賃貸借の合意解約をした日は令和５年１２月１８日です。以上１件、ご報

告申し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。ただいまの報告について、ご意見、ご質問

ございませんか。    

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようですので報告とさせていただきます。それではその他の案件でご

ざいます。１月の県の農業会議に提出致しました４条申請３件、５条申請

５件が無事答申されましたことご報告申し上げます。予定しておりました

案件すべて終了しましたが、皆さん方から、何かございませんか。無けれ

ば、事務局から２点報告があります。まず１点目の配布させていただいて

おります、能登半島地震義援金をどうするかについて、皆様方のご意見を

賜りたいと思います。 

松平  係長   能登半島地震義援金について説明 

議    長   個人個人でするよりも、委員会で取りまとめてした方がいいんじゃないか

というご意見がございました。皆様方、その方向で進めてよろしいでしょ

うか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それでは、委員会として取りまとめて送金するということにいたし
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ます。続きまして、以前からいろいろ意見のございました地域計画につい

てです。 

松平  係長   地域計画に係る内容等を説明 

議    長   いろんな意見が出ましたので、もう一度精査して、わかりやすい内容で、

３月の定例会で配付する。そういうことでよろしいでしょうか。はい、そ

れでは地域計画については、この辺にとどめます。皆様方からなにかござ

いませんか。なければこれで終わりたいと思います。長時間に亘り慎重に

ご審議いただきまして有難うございました。 

 

午後４時２０分終了 


